
入札のお知らせ

次のとおり秋田公立美術大学大学院棟建築工事に係る公募型指名競争入札を実施し

ますので、入札参加者を公募します。

平成２８年４月１４日

公立大学法人秋田公立美術大学

理事長 霜 鳥 秋 則

１ 入札に関する事項

(1) 本工事は、特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）による工事で

ある。

(2) 工事名 秋田公立美術大学大学院棟建築工事

(3) 工事概要 大学院棟建築 ＲＣ造・一部Ｓ造 ３階建 １，５４４．４５㎡

(4) 工事場所 秋田市新屋大川町１２番３号

秋田公立美術大学

(5) 引渡し期限 平成２９年３月２４日（金）

(6) 予定価格 ６３２，７００，０００円（消費税および地方消費税を除く）

(7) 入札参加資格 ア 共同企業体に関する事項

(ｱ) 共同企業体の結成は、イに定める共同企業体の構成

員の資格を満たす建築一式工事、電気工事、管工事の

三社による自主結成とする。

(ｲ) 各構成員の出資比率は、１０％以上とする。ただし、共

同企業体の代表者の出資比率は、構成員中最大である

ものとする。

イ 共同企業体の構成員に関する事項

(ｱ) 秋田市に本社を有していること。

(ｲ) 秋田市の建設業者等級格付名簿において、建築一式

工事Ａ級、電気工事Ａ級または管工事Ａ級にそれぞれ

登録されていること。

(ｳ) 建築一式工事業者については、特定建設業の許可を

有し、１級建築士または１級施工管理技士の国家資格を

有する技術者が３人以上いること。

(ｴ) 管工事業者については、秋田市の指定給水装置工事

業者および指定排水設備工事業者として指定を受けて

いること。

(ｵ) 各工種に係る資格を有する者を監理技術者又は主任



技術者として本工事に専任で配置できること。

(ｶ) 建築一式工事業者については、過去１０年以内におい

て、同規模程度以上の工事を元請けとして受託している

こと。

(ｷ) 租税に滞納がないこと。

(ｸ) 秋田市の指名停止期間中又は入札資格停止期間中

でないこと。

(ｹ) 公立大学法人秋田公立美術大学契約事務規程、入札

心得を遵守できること。

(ｺ) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手

続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第225

号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている

者（手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。

(ｻ) 秋田市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員又

は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

(7) 入札参加申込み

受付期間 平成２８年４月１４日（木）から平成２８年４月２８日（木）まで

（土曜日および日曜日を除く、午前９時から午後５時まで）

受付場所 秋田市新屋大川町１２番３号

秋田公立美術大学事務局総務課

(8) 指名(非指名)通知 平成２８年５月１０日（火）までにＦＡＸで通知

(9) 入 札

日 時 平成２８年５月２５日（水）午前１０時

場 所 秋田市新屋大川町１２番３号

秋田公立美術大学大会議室

入札保証金 免除

(10) 契約日 平成２８年５月３０日（月）（予定）

２ 入札参加申込みおよび指名に関する事項

(1) 入札参加申込みについて

ア 本入札に参加を希望する方は、平成２８年４月２８日（木）までに、次の書類（以下

「申込書等」といいます。）を事務局総務課に提出してください。

(ｱ) （様式１）特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書

(ｲ) （様式２）特定建設工事共同企業体協定書

(ｳ) （様式３）施工実績調書

(ｴ) （様式４）配置予定技術者調書



(ｵ) （様式５）誓約書

(ｶ) 納税証明書（写し可）

a 消費税（税務署で発行する「その他・未納税額のない証明用」）

b 秋田市に納めた法人市民税（個人事業主は、個人市民税）

c 秋田市に納めた固定資産税（平成２７年度分）

※ 消費税、法人市民税は、直近営業年度のもの

※ 納税証明書に代わって、各領収書の写しの提出でも可とします

イ アの(ｱ)～(ｵ)の様式は、大学ホームページから入手してください。

http://www.akibi.ac.jp/news/

ウ 申込書は持参によることとし、郵送又は電送によるものは受け付けしません。

(2) 設計図書の入手方法等

ア 設計図書の閲覧・貸出

平成２８年４月２８日（木）まで（土日を除く午前９時から午後５時まで）の間、事務

局総務課で閲覧可能です。

設計図書データを記録したＣＤ-ROMの貸出しを希望する場合は、平成２８年４

月２８日（木）まで（土日を除く午前９時から午後５時まで）に、事務局総務課に下記

の申請書を提出してください。

・（様式６）設計書図書等貸出申請書

イ 設計図書に関する質問（質問のある場合のみ）

設計図書等に対し質問がある場合は、下記の質疑要領を参照のうえ、平成２８

年５月１０日（火）正午までに、事務局総務課に電子メールで質問書を提出してくだ

さい。

・（様式７）質問書

・大学院棟建築工事の設計図書に関する質疑要領

(3) 指名および非指名通知について

ア 入札参加希望者のうち、入札参加資格を満たしている方に指名通知します。

イ 提出された申請書等の審査結果により、指名されない場合があります。その方に

は非指名通知により、その旨を通知します。

ウ 指名通知および非指名通知は、ＦＡＸで行います。

(4) 入札について

ア 公立大学法人秋田公立美術大学契約事務規程および入札心得を遵守のうえ、

入札に参加してください。

イ 本案件は、最低制限価格を設定します。最低制限価格は、予定価格（入札書比

較価格）の100分の87から100分の91の間の率（0.5％刻み）を乗じて得た額（千円

未満切り捨て）とし、率は、開札会場において開札前に抽選により決定します。

ウ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときはその端数金額



を切り捨てた額）を落札価格としますので、消費税および地方消費税にかかる課税

・免税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に

相当する金額を入札書に記載してください。

エ 開札の結果、落札者がないときは再度の入札を１回に限り行います。なお、公表

した予定価格を超える金額の入札は無効とします。

オ 落札者となるべき同価の入札が複数あったときは、くじにより落札者を決定しま

す。なお、くじ引きは辞退できません。

カ 代表者が入札行為の権限を代理人へ委任する場合は、入札時に委任状を提出

してください。なお、入札書には代理人の印を押印してください。

・（様式８）入札書

・（様式９）委任状

・（様式１０）入札辞退届

３ その他

(1) 現地確認を希望する場合は、事前連絡(TEL:018-888-8100)により対応します。

(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とします。

(3) 提出された申請書等は、返却しません。

(4) 申請書等の提出に関する問い合わせ先

秋田公立美術大学事務局総務課

電話 ０１８－８８８－８１００

ＦＡＸ ０１８－８８８－８１０１

E-mail soumu@nts.akibi.ac.jp


